
令和2年8月から令和3年3月にわたり、厚生労働省令和2年度老人保健健康増進等事業「居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業 検討
委員会」では、令和3年度介護報酬改定の検討に向けた実態調査の結果を踏まえ、計７回、議論を重ねてきました。また、介護保険制度の創設から20年
が経過する中で、居宅介護支援業務に従事する介護支援専門員の今後の“目指すべき介護支援専門員像”について意見交換を行いました。

介護支援専門員が果たしてきた役割

◼ 介護保険制度の創設から20年、私たち介護支援専門員はケアマネジメントを通じて多職種をつなぎ、利用者や家族を支え、制度の中で大きな役割を
担ってきました。日々、利用者、家族への個々の支援を続ける中で、運営上、厳しい状況に直面している事業所もあると思います。どのような環境
にあっても、現場の第一線で活躍している介護支援専門員のみなさんの熱い志、強いモチベーションが、介護保険制度を、そして全国の利用者の自
立した生活や自己実現を支えていることを、まず私たち介護支援専門員自身が誇りに思い、讃え合いたいと思います。

◼ また今日、介護保険制度がこれほど国民の生活に浸透しているのは、私たち介護支援専門員が常に利用者や家族に寄り添い、度重なる制度改正に丁
寧に対応してきた証といえるでしょう。介護支援専門員が「介護保険制度の要」として果たしてきた役割と功績にも胸を張りたいものです。

介護支援専門員を取り巻く環境の変化とさらなる期待

◼ 昨今、介護保険制度をはじめ、介護支援専門員を取り巻く環境は目まぐるしい変化を遂げています。今後、人口減少、高齢化がさらに進む中で、私
たち介護支援専門員に求められる業務、期待も変化、高度化しつつあります。

◼ 介護支援専門員は、利用者、家族からの相談をはじめ、アセスメントからモニタリングといった継続的なケアマネジメントを通じて、利用者本位を
前提とした最も適切なサービスが提供されるよう行動することが求められます。今後はさらに、多様な知識、コミュニケーション能力、課題分析、
課題解決能力・・といったケアマネジメントに必要な知識や能力そしてあくなき探究心や向上心とともに、複合的かつ多様なケースに対応するため
に、介護保険制度に留まらない分野横断的な知識や多職種連携において培われる経験なども求められます。

◼ 介護支援専門員は、ケアマネジメントを通じて利用者本位に基づく自立支援、自己実現の支援を行う中で、常に社会情勢の動向や変化を見通し、知
識、能力を培ってきました。その経験を活かし、多職種連携において最大限に力を発揮できるよう、より積極的な資質向上が求められています。

これからの介護支援専門員像とは

◼ 一方で、介護支援専門員は、「ケアマネジャー」として介護保険制度の中で重要な役割を果たすことから、注目を集めやすい立場にあります。私た
ちの日頃の言動や姿勢が、介護支援専門員に対する社会的評価やイメージ、そして同じ仲間の資質にも影響します。さらに私たち自身の資質の向上、
底上げが、今後の”介護支援専門員の業界（ありよう）”を左右するといっても過言ではありません。

◼ この20年を振り返り、私たち介護支援専門員が果たしてきた役割を再確認するとともに、現在置かれた立場や今後のあり方を今一度みなさんととも
に考えてみたいと思います。現状に留まるのか、それとも介護支援専門員に対して、ときに厳しいご意見に対して、どのように立ち向かうのか。み
なさんが描く理想の介護支援専門員は身近にいらっしゃいますか？あるいは理想像として、目指すべき姿がイメージできますか？

◼ 介護支援専門員である検討委員自身が目指すべき介護支援専門員像について話し合いを繰り返し、思いを言葉に紡ぎ、ここに「目指すべき介護支援
専門員像」を発信します。介護支援専門員として様々な経験や経歴をお持ちの方がいる中で、多様なご意見があり、異なる視点や介護支援専門員像
があると思います。この「目指すべき介護支援専門員像」が、日々ご多忙な介護支援専門員のみなさんが業務の中で悩み一度立ち止まった時、ある
いは研修会のテーマなど、さまざまな場面でみなさん自身が今後の介護支援専門員の未来のキャリア像を描く上での一助になれば幸いです。

介護支援専門員自身が考える
今後の“目指すべき介護支援専門員像”

発信によせて （検討委員会からのメッセージ）
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介護支援専門員自身が考える

今後の“目指すべき介護支援専門員像”
介護保険制度創設から20年が経過し社会情勢や利用者のニーズが多様化する中で、これまで介護支援専門員が果たしてきた役割等を踏まえ、今一度、これか
らの介護支援専門員は専門職としてどうあるべきか、実務者である介護支援専門員が議論を重ね、介護支援専門員自身が考える今後の“目指すべき介護支援専
門員像”をとりまとめました。地域共生社会の実現に向けた介護支援専門員の果たすべき役割等の観点も含め、全国の介護支援専門員が将来理想とする介護支
援専門員のイメージを描けるよう、４つの視点で整理しました。

目指すにあたってのポイント

①利用者に寄り添い、尊厳の心を持っ

て、利用者の自律支援（意思決定支

援）、自己実現・自立支援のために、

専門性を確立し、信頼されること。

②利用者本位に基づき、利用者の過去

から、現在までの生活歴等を踏まえ、

今後の生活や将来の医療ニーズ等の

見通しを考え、先手かつ主体的に動

き、支援できること。

③専門職として自身の確固たる職業観、

倫理観を持ち深化させていくこと。

④利用者の生活支援に重点をおくこと

を前提に、多種多様な相談・ニーズ

を踏まえたケアマネジメントに努め

ること。

1.利用者・家族との関係に
おいて、どうあるべきか

①自己研鑽を図りつつ、事業所全体の

資質向上を意識した組織力（ケアマ

ネジメントの技術・手法や人材養成

の仕組み作り、体系等）を構築して

いくこと。

②継続的な利用者支援を行うために、

事業所の理念や方針、適切な運営や

経営に関心を持ち、保険者に対して

は説明を求めるだけではなく、提案

し、双方向のコミュニケーションが

取れること。

③ケアマネジメントの資質向上を前提

に、ICT等の活用による業務効率化

を図り、経営の視点を高め、常に制

度等の動向を把握すること。

④介護支援の専門集団である事業所の

一員として自身のケアマネジメント

について、第三者に根拠をもって説

明できること、また、保険者と双方

に円滑なコミュニケーションを通じ

て、組織として感染症等の発生にも

対応し、公共社会資源にも寄与する

こと。

2.各居宅介護支援事業所
（組織・一員）において、
どうあるべきか

①地域共生社会の実現、地域包括ケア

の深化に向けて、利用者の個別支援

を通じて、地域全体の課題把握やそ

の課題を解決するための一員として、

全世代や全住民を視野に入れたケア

マネジメント力を醸成し、地域の期

待に応え、活躍できること。

②地域連絡会等における活動を通じ、

行政、各種職能団体や他法人等と組

織的な話し合いを行うことで、より

効率的・効果的な利用者支援を行う

ためのルールづくりや提案を行うこ

と。

③医療介護関係に限らない地域の幅広

いネットワークを創り、包括的な利

用者支援を行うとともに、他の事業

所と支え合い、”点”ではなく”面”で

ケアマネジメント力を高め、地域の

事業者全体の底上げを図ること。

④介護支援専門員の専門性や重要性を

踏まえ、利用者以外からも介護支援

専門員の社会的評価を高めていくこ

と。

3.各地域において、どうあ
るべきか

①医療ニーズを抱える利用者が増加し

ている現状を踏まえ、医療等との連

携の役割を担うために、他職種と共

通言語や共通認識等、共有の視点を

持ちつつ、他職種特有の文化、言語

をの理解に努め、多職種との協働を

深めること。

②地域共生社会を構築する視点で、広

い視野をもって、様々な支援機関を

含めた多職種等との連携関係を築く

こと。

③他職種の専門的見地を尊重できるよ

うに、介護分野に限らない各分野の

横断的な知識等を広く知ること。

④利用者、家族の相談・ニーズに対し

て、他職種の役割や対応を理解し、

介護保険制度以外の他の分野に携わ

る関係者等に介護支援専門員が専門

職として責任を持って繋ぎ、双方で

連携して取り組む役割を担えること。

4.多（他）職種連携におい
て、どうあるべきか
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現場でご活躍される全国の介護支援専門員の

みなさんへのメッセージ（エール）
～ケアマネジャーは人と人を結ぶ架け橋～

全国の介護支援専門員のみなさんが「介護支援専門員自身が考える今後の”目指すべき介護支援専門員像”」をきっかけに理想の介護支

援専門員像を描き、目標に向かって希望を持って歩みを進めることを願い、「居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業

検討委員会」一同より、みなさんとともに歩む介護支援専門員としてメッセージを送ります。

このメッセージは…

◼ みなさんが介護支援専門員として利用者や家族と向き合う中で、様々な困難に直面されることや悩まれる日々もあると思います。

時にその支援が、利用者の生きがいを支え、ご本人のニーズの達成や自己実現に結実した時、笑顔や幸せな時間が生まれていると

いうこともあるのではないかと思います。幾重もの困難があったとしても利用者・家族に温かな時間をもたらすことができるよう、

あきらめず、これまで磨かれた個々の専門性を大いに発揮しましょう。介護支援の専門職として、チームケアにおいて心を一つに

する精神を大切に、利用者・家族のために、また、チームケアによる喜び、楽しさを共有できるような気持ち、経験を心に刻みな

がら気概をもって、相互の連携（つながり）を緊密なものにしていきましょう。介護支援専門員の立場を発展させ、ケアマネジメ

ントやそのプロセスの重要性をより多くの人々に知っていただくために、みなさん一人ひとりにその一翼を担っていただけるよう、

私たちも一緒に取り組んでいきます。

◼ 日々の研鑽の積み重ねが、利用者はじめ社会からの信頼醸成、介護支援専門員の社会的評価につながります。さらに、自身が担え

る役割を思考することで、地域全体、ひいては全国に最適な支援を届けることができます。地域における取組みを着実に積み重ね、

高齢者、家族の生活を地域全体で支えるサービス提供に対して、全体を俯瞰できる相談を担う調整者のプロフェッショナルとして、

そのフロントランナーあるいは鑑であるような介護支援専門員と、今後全国各地で出逢えることを切に期待しています。

◼ 私たちも引き続き、同じ時代に働く仲間を大事にして、切磋琢磨し、時に自らの歩みを振り返りながら「介護支援専門員としての

心」を磨き続けたいと思います。さらに数十年後を見据えた介護支援専門員としての専門性の扉を開いて道を作っていきます。ま

た、他職種、関係機関、行政など立場は異なっても、一人ひとりの幸福や自己実現という目的をひとつにしてお互いを認め合い、

地域の多様なニーズに応えるべく、研鑽に励むことをお約束します。このメッセージ（エール）が全国の介護支援専門員のみなさ

んに届けば幸いです。

立場を超えた連携・協働を！
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現場でご活躍される全国の介護支援専門員の

みなさんへのメッセージ（エール）
～ケアマネジャーは人と人を結ぶ架け橋～ (1/2)

自分自身も大事にしながら、他職種と助け合っていこう

ケアマネジャーだけの力で解決しようとするのではなく、他職種のみな

さんと協力しながらチームで助け合いましょう。かんばりすぎは禁物で

す。自分自身も大事にしながら、ケアマネジャーとしての役割を果たし

ていきましょう。

施設の介護支援専門員もみんなで頑張ろう

介護支援専門員の活躍の場は居宅介護支援だけではありません。施設の

介護支援専門員のみなさんも、コロナ禍に負けず、みんなで頑張りま

しょう。

ひとことメッセージ

立場を超えた連携・協働を！

私たちは一人じゃない、力を合わせて共に歩んでいこう

一人で頑張り、一人で悩んでいませんか。私たちは一人ではありません。

事業所や地域の中で、ケアマネジャー同士、みんなで力を合わせて歩ん

でいきましょう。手をつなぎ、一緒に前に進みましょう。

みんな悩んで大きくなった

ケアマネジャーの悩みは全国共通。ベテランも若手も、みんな同じよう

に悩んでいるのです。気軽に相談してみませんか。

笑顔で前を向いていこう

コロナ禍で、世の中全体が先の見えない不安に包まれています。こんな

ときこそ、ケアマネジャーが明るい道しるべとなれるよう、話を傾聴し、

不安を包み込むやさしさと、温かなその笑顔で、これからも前を向いて

いきましょう。

私たちはやればできる

ICTをはじめ、ケアマネジャーの業務にも、いよいよ新しいテクノロ

ジーの活用が必要になってきました。上手く使えるか、不安はあると思

いますが、大丈夫です。私たちは、今までにも、かなり難しいと思える

ことも１つずつマスターしてきました。良質なケアマネジメントを実践

するために、便利な手段や道具は上手に使うことにしましょう。皆で、

助け合い進みましょう。

今こそ介護支援専門員の底力をみせてやろう！

介護保険と共に歩んできた介護支援専門員。20年間、介護保険を支えて

きたケアマネジャーが持っている力を存分に発揮しましょう。そして、

ケアマネジメントのアウトカムをしっかりとアピールしていきましょう。

強靭で思いやりのある援助者になろう

私たちケアマネジャーは対人援助の専門職です。専門職としての自信を

持って、強さと柔軟さを合わせもち、思いやりにあふれた援助者を目指

しましょう。

介護の代表として多職種と協働しよう

これからの高齢化社会においては、医療と介護・福祉が三位一体となっ

て支えあっていかなければ、乗り越えていけません。今一度、介護の代

表として、真のプロフェッショナルを目指しましょう。そして、多職種

と対等に話し合い、協働し、地域包括ケアシステムを構築しましょう。

専門職として学び続ける姿勢を

専門職の学びに終わりはありません。経験を重ねながら新しい知識を取

り入れ、成長することができるのです。学び続ける姿勢を大切にしま

しょう。
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後進を育てよう

ケアマネジャーの仕事が、将来、みんなの憧れの職業になれるように、

次の世代に向けて、後進の人材育成に力を注いでいきましょう。

コロナ禍の生活を支えるケアマネジャー

コロナ禍での懸命な対応に、ねぎらいや感謝の言葉をかけられる医療職

に比べて、ケアマネジャーの活躍は広く知られていないかもしれません。

対人援助職のひとつであるケアマネジャーも、大変な状況の中で、日々

使命感を胸に業務に取り組み、重要な役割を果たしているのです。

楽しくかっこいい仕事に

これからのケアマネジャーは最新のICTを使いこなして、楽しくかっこ

よく、、、子どもたちの憧れの職業にあげられるような、魅力ある仕事

にしていきましょう。

誇りある一生の仕事

ケアマネジャーは、誇りをもって一生の仕事にできる職業です。胸を

はってそう言いたい！

やりがいや感謝はかけがえのない喜び

ケアマネジャーは大変な仕事だけれど、その向こう側に大きなやりがい

があります。利用者からの感謝の言葉は、お金で買えるものではなく、

何ものにも代えられない喜びであり、私たちの仕事の原動力ですね。

ケアマネジャーは人生の最終伴走者

ケアマネジャーは利用者にとって、人生の最終伴走者といえるかもしれ

ません。あなたは利用者に「人生で最高の一期一会」「あなたにあえて

よかった」と言われたことがありますか。

人を支える仕事を通じて人として成長

人を支えることを通じて、自分自身の人間力が育ってきたことを実感し

ています。ケアマネジャーは人として成長できる仕事です。

すべての人の可能性を広げる扇の要

ケアマネジャーは人と人、利用者とサービスや制度を繋ぐ扇の要と言わ

れますが、つなぐだけではありません。すべての人の可能性を「広げ

る」役割をも担っているのです。

高い人間力が求められる尊い仕事

困難を抱えた人を支援するケアマネジャーの仕事は、高い人間力が求め

られる尊い仕事です。自覚と誇りを持ちましょう。

未来を創る、未来を拓く

ケアマネジャーの仕事はルーチンワークではありません。利用者の生活

の質を高め、よりよい未来を創る、未来を拓くことを支援する、とても

創造的な仕事です。新しい時代に向かって、私たちケアマネジャーも、

受け身ではなく自分で考え自分で創る気概を持ちましょう。

現場でご活躍される全国の介護支援専門員の

みなさんへのメッセージ（エール）
～ケアマネジャーは人と人を結ぶ架け橋～ (2/2)

ひとことメッセージ

立場を超えた連携・協働を！

厚生労働省令和2年度老人保健健康増進等事業居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業検討委員会一同 令和3年3月


